
令和８年（2026年）２月那覇市議会定例会 

 

議案に対する質疑 

 令和８年２月 26日（木） 

 

〔日程第３〕 

順

位 

氏  名 

(会 派 名 ) 
議案番号・件名 発  言  要  旨 

１ 吉 里  明 

( 公 明 党 ) 

 

議 案 第 10 号 

那覇市母子及び

父子家庭等医療

費助成条例の一

部を改正する条

例制定について 

(１) 今回の一部改正に至った課題認識と検討

の経緯及び目的について伺う 

 

(２) 特に、障がいのあるお子さんを抱えるひ

とり親家庭において、どのような経済的・

制度的な不利益や負担が生じているのかを

伺う 

 

(３) 国や県の制度動向をどう踏まえ、本市と

してどのような判断をしたのか。あわせて

県内他自治体の状況についても伺う 

【答弁を求める者】 

  関係部長 

２ 湧 川 朝 渉 

(日本共産党 ) 

 

 

１ 議案第38号 

工事請負契約

について((仮

称)崇元寺跡

ガイダンス施

設 新 築 工 事

(建築)) 

 

 

２ 議案第39号 

工事請負契約

について(石

嶺市営住宅第

７－１期建替

工事(機械)) 

(１) 追加議案となった経緯・理由を問う 

 

(２) 那覇市随意契約ガイドラインに基づい

て、対応されたのか問う 

 

 

 

 

 

(１) 追加議案となった経緯・理由を問う 

 

(２) 那覇市随意契約ガイドラインに基づい

て、対応されたのか問う 

【答弁を求める者】 

  市長、副市長、関係部長   

 



〔日程第５〕 

順

位 

氏  名 

(会 派 名 ) 
議案番号・件名 発  言  要  旨 

１ 吉 里  明 

( 公 明 党 ) 

 議案第 22号 

令和８年度那覇

市一般会計予算 

(１) ｢重度障がい者等就労支援特別事業｣につ

いて、以下伺う 

 

  ① 本事業を実施するに至った課題認識・

経緯と目的について 

 

  ② 本事業の対象者の範囲・想定人数及び

具体的な事業内容・支援の仕組みについて 

 

  ③ 事業費の財源と積算の考え方について 

 

(２) ｢重度訪問介護利用者の大学修学支援事業｣

について、以下伺う 

 

  ① 本事業を実施するに至った課題認識・

経緯と目的について 

 

  ② 本事業の対象者の範囲・想定人数及び

具体的な事業内容・支援の仕組みについて 

   

  ③ 事業費の財源と積算の考え方について 

 

(３) ｢女性デジタル人材育成支援事業｣につい

て、以下伺う 

 

① パソコンスキルの習得など県や国の職

業訓練・就労支援制度など、類似の関連

制度がある中で、本事業の位置づけや役

割分担はどのように整理しているのかを

伺う 

 

② デジタル教育の内容及び就労につなげ

るまでの具体的な取組について 

 

③ 本事業のこれまでの成果と課題認識に

ついて 

 

④ 事業費の内訳について 

 



順

位 

氏  名 

(会 派 名 ) 
議案番号・件名 発  言  要  旨 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 「中学校施設防犯カメラ設置事業」につ

いて、以下伺う 

 

  ① 学校の周辺地域での不審者情報や、学

校施設への不法侵入及び器物破損など直

近の発生推移について 

 

② 本事業の概要と事業費の財源について 

   

③ これまでの実績と令和８年度の計画に 

ついて 

【答弁を求める者】 

関係部長 

２ 湧 川 朝 渉 

(日本共産党 ) 

 

 

 議案第 22 号 

令和８年度那覇

市一般会計予算 

 

 

 

 

 

市営住宅の過誤徴収の返還に関する予算につ

いて、以下伺う 

 

(１) 予算が可決されていないのに、ホームぺ

ージに掲載することは可能なのか 

 

(２) 平成 30 年度(2018 年度)以前の家賃額通知

書を被害者が保管していない場合、那覇市は

それに代わる必要書類の提出を求めてい

る。被害者が保管していない場合、必要書

類としている源泉徴収票や所得証明書を

2018年度から 2014年度に遡って請求、入手

することは可能なのか 

 

(３) 那覇市の都合で、平成 30年度(2018年度)

以前の家賃額通知書が那覇市に保管されて

いない。その家賃額通知書を被害者が保管

していない場合、那覇市はそれに代わる必

要書類の提出を求めている 

那覇市は必要書類が遡って請求出来ない

事、被害者が入手できない事を知っていて、

その必要書類の提出を求めることは適法か 

 

【答弁を求める者】 

  市長、副市長、関係部長  



 


